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第 4章 復旧測量

(要  旨)

第74条  「復旧測量」とは、公共測量によって設置した基準点及び水準点の機能を維持するとともに保全

するために実施する作業をいう。

(復旧測量の作業区分)

第75条 復旧測量の作業区分及び作業内容は、次のとおりとする。

一  「再設」とは、標識が亡失している場合に、再設置することをいう。

二  「移転」とは、標識の現位置が保存上又は管理上不適当である場合に、当該標識の位置を変えて設

置することをいう。

三  「改測」とは、測量成果が現況に適合しなくなったと判断した場合に、現位置を変えることなく測

量を行い、必要に応じてその測量成果を修正することをいう。

四 「改算」とは、測量成果が現況に適合しなくなったと判断した場合に、改測を行わずに過去の観測

値、資料等を用いて計算を行い、必要に応じて測量成果を修正することをいう。

2 再設、移転等を行った場合は、測量標新旧位置明ネH書を作成するものとする。

(基準点の復旧測量)

第76条 基準点の復旧沢1量は、再設、移転、改測又は改算により行うものとする。

2 再設、移転、改測又は改算による基準点の復旧測量には、第 2章の規定を準用する。

3 移転による基準点の復旧測量は、次に定める方法により実施するものとする。

一 TS等による偏心法

イ 方向角を観測するために使用する既知点は、隣接の同級以上の基準点とする。

口 既知点の点検のため、既知点と移転する基準点間の高低差又は辺長の観測を行うものとする。

二 GPS観 測による偏心法

イ 第37条第 2項第二号に定める観測方法のうち、スタテイック法により、新点と旧点の同時観測を

行い、移転量を求めるものとする。

口 移転量の点検として、観測時間を前後半に分けた基線解析を行い、基線ベクトルの較差を点検す

る。全観測時間を用いて算出された移転量と前後半に分けた点検計算の各々の較差の許容範囲は、

以下を標準とする。
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4 地震等において地殻変動が生じ、電子基準点を含む基本測量成果に異常をきたし、改測等が行われ成

果が更新された場合、更新された基本測量成果を基に公共測量の旧観測値を用いて改算するものとする。

この場合、改算は、現況に適合しなくなった成果が適切な計算処理で修正可能であることを確認の上、

行うものとする。

(水準点の復旧測量)

第77条 水準点の復旧測量は、再設、移転又は改測により行うものとする。

2 再設、移転又は改測による水準点の復旧測量には、第 3章の規定を準用する。

3 移転による水準点の復旧測量は、次に定める方法により実施するものとする。

一 直接法

イ 新点に万Uの標識を埋設し、旧点と新点間について往復観測を行う。なお、作児沢1に使用する標尺は

旧点から新点間を測点数 1点で取り付ける場合は、 1本 とする。
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する。

二 固定点法

旧点と新点間に3点以上の固定点を設け、十白点と固定点間について往復観測を行うものとする。

垣塁         亀誕桑亀撃徽笞花警ぃて往復観測を行うものとする。
固定点を経由して求めた各標高の較差の許容範囲は、次表を標準とする。
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